
６．新改革プランについて 
基本的な方向性 

新改革プランにおける基本的な方向性は下記のとおりとします。 
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項   目 前改革プラン 新改革プラン 

（１）地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 病院の果たすべき役割 

・石川県医療計画にもとづく病院運営の実施 

・公立病院として果たすべき事業への取り組みと経営基盤の確立 

・４疾病５事業への対応と在宅医療の推進 

同左 

「４疾病５事業」⇒「５疾病５事業」 

  

・地域医療の確保と回復期機能の充実・在宅医療の実施 

・慢性期療養機能の確保 
 ① 地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割  ― 

 ② 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割  ― 
・在宅復帰支援・在宅生活支援機能 ・メモリ－ケアネットワーク能美への参画 

・終末期医療と認知症に対応する医療 

 ③ 一般会計負担の考え方 
・繰出基準内負担：繰出基準に基づいた額を年度ごとに負担 

・繰出基準外負担：必要に応じ財政支援を実施 

同左 

 ④ 医療機能等指標に係る数値目標の設定 
・１日平均外来患者数、１日平均入院患者数、病床利用率 ・救急患者数、紹介・逆紹介患者数、訪問診療・看護件数、手術件数 

 総合相談件数 

 ⑤ 住民の理解 
・当院の医療・介護サービスの特徴や医師の専門性をＰＲ 左記に加え ・医療提供体制の周知 

・救急医療の対応周知 

（２）経営の効率化 

 ① 経営指標に係る数値目標の設定 
・経常収支比率・医業収支比率・職員給与比率・材料費比率・一般病床平

均在院日数・患者一人当たり収入額（入院・外来） 

左記に加え ・１日平均外来患者数、１日平均入院患者数、病床利用率 

常勤医師数、現金保有残高、企業債残高 

 

 

 

 

 

 

 

② 目標達成に向けた具体的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・民間的経営手法の導入 

バランスト・スコアカードによる目標管理 

  経営情報の分析強化 

・事業規模・形態の見直し 

バランスト・スコアカードによる目標管理 

  経営情報の分析強化 

・経費削減・抑制対策 

  人件費の適正化 

委託費の見直し 

省エネの徹底 

・収入増加・確保対策 

  地域連携による病床利用率の増加 

亜急性期病床の積極的活用 

高額医療機器の稼働件数増加 

医事課充実による診療報酬の適正な確保 

・その他 

  呼吸器科、泌尿器科医の確保 

  研修の活用による専門的スキルの向上 

  提案制度の活用による経営参加意識の向上 

同左 

 

 

左記に加え ・病床機能の見直し 

・在宅医療の実施 

 

左記に加え ・ベンチマークシステムの導入 

 

 

 

左記に加え ・「亜急性期病床」⇒「地域包括ケア病床」の増床と積極的活用 

      ・施設基準や加算の見直し 

 

 

 

左記に加え ・「泌尿器科医」⇒「整形外科医、小児科医、総合診療医、 

訪問診療医、心療内科医、健診医」の確保 

  

 ③ 改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等 ・平成２１年度～２３年度 ・平成２９年度～３２年度 

（３）再編・ネットワーク化 

 ① 再編・ネットワークに係る計画 
・石川県地域医療再生計画に順じた取り組みの実践 

・地域連携機能の強化 

左記に加え 

・地域医療連携推進法人における地域内連携の考え方に基づき実践 

（４）経営形態の見直し 

 ① 経営形態の見直しに係る計画 
・地方公営企業法一部適用が望ましい。ただし、改革プランに掲げた目標

が達成できない場合は、経営形態の変更も視野に入れる 

・経営形態の変更を具体的に検討する必要がある 

（５）介護老人保健施設はまなすの丘に関する計画 

 ① 経営の効率化等の計画  ― 
・在宅強化型施設としての運営強化 

・事務管理機能の病院への一元化を図る 
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１） 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

① 地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割 

今回の市民アンケートから能美市の市民は二世帯・三世帯で生活しており、能美市外へ働きに出ている姿が

浮かび上がりました。 

そのため、今後の提供サービスについては、医療については、「24 時間救急」「夜間・休日診療体制」が求め

られており、介護については、在宅系サービス以上に短期入所や長期入院などのサービスが求められています。 

また、石川県地域医療構想でも、急性期機能から回復期機能への転換と高齢者人口増加に伴う認知症対策や

在宅医療提供体制を進めていく必要があると明記されています。 

これらのサービスを拡充させていく必要がありますが、当院において単独で検討を進めるのではなく、「夜

間・休日診療体制」等については芳珠記念病院との連携、在宅医療や介護サービス等については地域の開業医

（医師会）などと協議を進め、各医療機関・介護施設がどのサービスを担っていくのかを十分に検討する必要

があると思われます。 

現状の事業領域は、医療分野においては急性期入院医療から慢性期外来まで、介護分野においては介護老人

保健施設及び通所リハビリ、訪問看護、居宅介護支援事業所を担っています。しかし、今後の事業においては、

急性期機能を縮小し、回復期機能の充実と在宅医療の展開が求められています。 

その中で、平成 28 年度診療報酬改定後の要件にて、DPC データを用いた地域包括ケア病床のシミュレーシ

ョンを行い、改定前と改定後での比較分析を行った結果、地域包括ケア病床の対象患者の拡大にて得られる経

済効果は年間 4 千万円に上るという結果となりました。1 

 

 

現状の事業領域の整理と今後検討すべき事業領域 

 

                                                 

1 DPCデータ（平成 27 年 7 月分～平成 27年 9 月分） 



45 

新たな施設類型 

現在、厚生労働省の「療養病床の在り方等に関する検討会」では、介護療養病床および医療療養病床の看護

人員配置の経過措置に該当するもの（医療療養病床 25 対 1）の転換先として、新たな選択肢（施設類型）につ

いての検討がされています。 

その議論では、新しい施設類型には、「利用者の生活様式に配慮し、長期に療養生活を送るのにふさわしい、

プライバシーの尊重、家族や地域住民との交流が可能となる環境整備」「経管栄養や喀痰吸引等を中心とした日

常的・継続的な医学管理や、充実した看取りやターミナルケアを実施する体制」が求められています。また、

これらの機能を確保する際には、厳しい財政状況も踏まえ、効率的な運営体制の実現に向けた配慮が必要であ

ることが議論されています。 

具体的な患者層については、現行の介護療養病床が果たしている機能に着目しつつ、利用者の状態や地域の

実情等に応じた柔軟な対応を可能とする観点から、「介護療養病床相当（主な利用者像は、療養機能強化型ＡＢ

相当）」「老人保健施設相当以上（主な利用者像は、上記より比較的容体が安定した者）」の大きく２つの機能を

設け、これらの病床で受け入れている利用者を、引き続き、受け止めることができるようにしていくことが必

要であるとされています。新たな施設類型の床面積等については、老人保健施設を参考にすることとし、具体

的には、1 室当たり定員 4 人以下、かつ、入所者 1 人当たり 8 ㎡以上とすることが適当であるとされています。

ただし、多床室の場合でも、家具やパーテーション等による間仕切りを設置するなど、プライバシーに配慮し

た療養環境を整備すべきであるとされています。また、今般の新たな施設類型が、これまでの介護療養病床の

機能に加え、新たに、生活施設としての機能を併せ持ったものであることを踏まえ、「個室等の生活環境を改善

する取組みをより手厚く評価するとともに、身体抑制廃止の取組み等を推進していく」など、その特性に応じ

た適切な評価を検討すべきであるとの方針が出ています。また、新たな施設類型の床面積に関しては、利用者

負担にも配慮し、現行の「1 室当たり定員 4 人以下、かつ、入所者 1 人当たり 6.4 ㎡以上」を維持する方向で

議論が進んでいますが、具体的な施設基準等については、介護給付費分科会で検討がされる見通しとなってい

ます。 

その中で、介護療養病床については、平成 29 年度末で設置期限を迎えるため、経過期間については 6 年程度

が目安となることが見込まれます。 

 

現時点では、具体的な介護報酬などが明確に出ていませんが、当院の現状の患者層や建物の構造、地域医療

構想などを踏まえると、現在の介護療養病床および医療療養病床からの転換先については、現在検討されてい

る新しい施設類型（介護医療院）のうち、医療内包型への転換が検討されます。 
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医療機能を内包した施設系サービス1 

 

 

 

医療を外から提供する居住スペースと医療機関の併設 1 

 

 

                                                 

1療養病床の在り方等に関する特別部会（平成 28年 12 月 20 日） 
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これらを踏まえて、現状の病棟構成及び建物をベースに、将来的な病床機能について検討すると、下記のパ

ターンが考えられます。 

それぞれのパターンについて、簡潔にまとめると、パターン 1 は、地域医療構想を受け、急性期機能（一般

病棟10対1入院基本料）を削減し、回復期機能である地域包括ケア病床を地域包括ケア病棟へ拡大するケース、

パターン 2 は、パターン 1 に更に病床数を削減するケース、パターン 3 は、パターン 2に更に急性期機能の削

減と回復期機能の拡充を目的としたケースとなっています。 

いずれのケースにおいても、看護職員の必要人員数は減少するため、在宅医療の展開や訪問看護の拡充など、

在宅系サービスの拡充を検討します。 

 

 

病床機能の見直し案 

先述のとおり、医療療養病床及び介護療養病床の転換について不明瞭ではありますが、検討の結果、現実的

な将来の病棟機能として、パターン 1 が採択されました。また、地域包括ケア病棟の導入にあたっては、病室

面積の要件から病床数が数床減少する見通しとなっています。 

 

このような状況を踏まえ、地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割については、次のことを重点項目

として果たしてまいります。 

   ○石川県医療計画にもとづく病院運営の実施 

・公的医療機関の役割・・・石川県医療計画では、公的医療機関は、地域における良質な医療提供体

制の確保のため重要な役割を果たしていますが、こうした役割を今後も持

続的に担っていくために、更なる経営効率化を図るとともに、民間医療機

関も含め地域の医療機関相互の機能分担と連携を強化していく必要がある

とされています。 

             また、5 疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患（認知症））

並びに 5 事業（周産期・小児・救急・災害・へき地医療）のうち該当する
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小児・救急・災害医療については、可能な限りその医療体制の強化や他の

医療機関との連携を強めます。 

○地域医療の確保 

 ・救急医療体制の維持・・・・市民ニーズの高い「24 時間救急」や「夜間・休日診療体制」を維持充

実するために、芳珠記念病院との救急医療体制に関する連携や消防本部と

の症例検討を行います。 

○回復期機能の充実・・・・・・現在の急性期機能の一部を回復期機能へ転換し、在宅復帰、在宅生活 

支援機能の充実を図ります。（地域包括ケア病床の増床） 

○在宅医療への取組み強化 

    ・訪問看護の充実 ・・・・ 開業医を始め他の医療機関との連携により訪問看護を提供し、必要に応

じてその体制の充実を図ります。 

     ・訪問診療への取組み・・・地域の在宅医療への取組みに応じ、市や医師会と協議の上、訪問診療の

体制を整え取り組みます。また、主治医の指示のもと訪問リハビリにも取

り組みます。 

   ○慢性期療養機能の確保 

 ・療養病床の転換・・・・・介護療養病床や医療療養病床２の制度は終了しますが、市民ニーズから

慢性期機能の維持は必要ですので、新たな施設類型への転換を視野に入れ

その機能を担っていきます。 
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② 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

 当院では、附属施設として平成８年から介護老人保健施設「はまなすの丘」を運営するとともに、その後、

訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所を設置し、平成２７年１０月から地域包括支援センターとして「能

美市根上高齢者支援センター」を受託運営し、医療と介護、福祉の連携により地域包括ケアシステムの一翼を

担うべく努めているところであります。 

今後は、地域包括ケア病床の増床と介護老人保健施設「はまなすの丘」の連携により、在宅復帰機能の充実

と在宅生活支援機能の充実を図ることが求められています。 

また、在宅生活支援では、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、根上高齢者支援センターを含めて

医療と介護の院内連携をより強め、訪問診療にも取り組むとともに、地域の医療・介護施設・事業所との連携

も更に進めて地域包括ケアシステムの構築に向けた役割を担う必要があります。そのためにも、在宅医療・介

護連携推進における市の専門部会であるメモリーケアネットワーク能美に積極的に参画し、公立病院として果

たすべき役割について地域の関係機関とともに協議し、実践につなげていかなければなりません。 

    加えて、各種アンケートより、現在当院が提供していない医療サービスについて「がんなどの苦しみや痛み

をやわらげる緩和ケア」や「認知症に対応する医療」の提供が求められていることから、終末期医療や認知症

への対応について取り組む必要があります。 

 

   ○地域包括ケア病床の増床 

・在宅復帰支援の充実・・・・・急性期から回復期に移行した入院患者を受入れ、リハビリや環境改

善を行い、スムーズな在宅復帰を支援します。 

・在宅生活支援の充実・・・・・在宅患者の急変時の受入れや、家族の休養等必要時の受入れを通じ

て、在宅生活を支援します。 

  ○在宅医療への取組み強化（再掲） 

    ・訪問看護の充実 ・・・・・・ 開業医を始め他の医療機関との連携により訪問看護を提供し、必要

に応じてその体制の充実を図ります。 

     ・訪問診療への取組み・・・・ 地域の在宅医療への取組みに応じ、市や医師会と協議の上、訪問診

療の体制を整え取り組みます。また、主治医の指示のもと訪問リハビ

リにも取り組みます。 

   ○メモリーケアネットワーク能美への参画 

              ・・・・・ 在宅医療・介護連携推進における市の専門部会である「メモリーケ

アネットワーク能美」に積極的に参画、地域の関係機関とともに協議

し、地域包括ケアシステムの構築での公立病院として果たすべき役割

について実践につなげていきます。 

   ○終末期医療への取組み 

     ・緩和ケアへの取組み・・・・・緩和ケア認定看護師や終末期医療に取り組む医師による活動の充実

を図り、院内全体の取組みにします。 

     ・看取りへの取組み・・・・・・現在、療養病床で取組んでいる看取りについては、ご本人の意思と

ご家族の合意のもと引き続き取り組みます。 
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   ○認知症に対応する医療への取組み 

     ・認知症のある患者様への対応に関する取組み・・・・・・認知症ケアに関する研修を受けた看護師

を増やすとともに、認知症サポート医との連携を図ることにより、認

知症のある患者様への対応を向上させます。また、職員全員が認知症

サポーターとなり、病院全体として認知症への理解を深める活動に取

り組みます。 

     ・認知症に関する医療の提供・・・・・現在の外部医療機関の協力による入院患者様の認知症診断と

治療を継続するとともに、今後は初期の認知症診断と治療やご家族の

対応を指導する専門外来の開設をめざします。 
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③ 一般会計負担の考え方 

一般会計から病院事業会計への繰り出しについては、総務省による地方公営企業への繰出基準に基づいた繰

出金と基準外の繰出金があり、その内容と近年の推移は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

   ○一般会計負担の考え方 

     ・基準内繰出金・・・・・繰出基準に基づいた額を年度毎に負担することとします。 

     ・基準外繰出金・・・・・病院事業の経営状況と市の財政状況を勘案した上で、必要に応じて 

                 財政支援を実施します。 

 

 

 

 

 

 

区　分 項　目 内　容

病院の建設改良に要する経費
平成14年度以前分企業債償還元利金の2/3、平成15
年度以降分企業債償還元利金の1/2の額

不採算地区病院の運営に要する経
費

不採算地区の運営に要する額

救急医療の確保に要する経費 職員の宿日直に係る経費、及び空床確保・施設料

高度医療に要する経費 高度医療機器の減価償却費相当額

医師及び看護師の研究研修に要す
る経費

医師看護師等の研究研修費の1/2の額

病院事業会計に係る共済追加費用
の負担に要する経費

共済組合追加費用負担金額

地方公営企業職員に係る児童手当
に要する経費

職員の児童手当の額

基準外繰出金
病院事業会計の経営安定に係る経
費

病院事業会計の経営状況に応じ、当該年度純損失額
発生予定額を限度として市当局と協議調整した額

表○．一般会計からの繰出金の内容

基準内繰出金

単位：千円

年度 基準内繰出金 基準外繰出金 繰出金合計

平成23年度 313,592 170,987 484,579
平成24年度 282,686 108,374 391,060
平成25年度 270,962 50,000 320,962
平成26年度 278,944 99,056 378,000
平成27年度 301,800 50,000 351,800

表○．一般会計からの繰出金の推移
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④ 医療機能等指標に係る数値目標の設定 

当院が、その果たすべき役割に沿った医療機能を十分に発揮しているかを検証する観点から、以下の医療機

能等指標について数値目標を設定します。 

 

医療機能等指標に係る数値目標 

 

 

 

⑤ 住民の理解 

これまでも、広報誌「のびのび」や市広報「nomi」を通じて、当院の医療・介護サービスの特長や医師の

専門性を市民に広報してきましたが、今後は、能美市内、南加賀医療圏、石川県内における医療提供体制の

周知や救急医療に関する体制についても市民に広報し、当院の役割について理解を求める必要があります。 

  

ア）医療機能・医療品質に係るもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

実績 見込 目標 目標 目標 目標

救急受入件数 （件） 252 270 300 300 312 324

1ヶ月あたり 21.0 22.5 25.0 25.0 26.0 27.0

紹介患者数 （人） 647 670 720 720 732 744

1ヶ月あたり 53.9 55.8 60.0 60.0 61.0 62.0

逆紹介患者数 （人） 331 390 396 408 420 432

1ヶ月あたり 27.6 32.5 33.0 34.0 35.0 36.0

訪問看護件数 （件） 2,580 2,760 2,880 3,000 3,120 3,240

1ヶ月あたり 215.0 230.0 240.0 250.0 260.0 270.0

訪問診療件数 （件） 0 0 0 120 180 240

1ヶ月あたり 0.0 0.0 0.0 10.0 15.0 20.0

手術件数 （件） 405 360 384 396 408 420

1ヶ月あたり 33.8 30.0 32.0 33.0 34.0 35.0

イ）その他

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

実績 見込 目標 目標 目標 目標

総合相談件数 （件） 1,873 1,920 1,980 2,040 2,100 2,160

1ヶ月あたり 156.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
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２） 経営の効率化 

① 経営指標に係る数値目標の設定 

 

 

 

 

 

ア）収支改善に係るもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

実績 見込 目標 目標 目標 目標

経常収支比率 （％） 92.8 97.3 94.0 96.0 98.0 103.0

医業収支比率 （％） 79.3 80.5 81.0 81.0 84.0 90.0

イ）経費削減に係るもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

実績 見込 目標 目標 目標 目標

職員給与比率 （％） 71.6 69.2 70.0 70.0 66.0 64.0

材料費比率 （％） 16.3 16.1 16.0 16.0 16.0 16.5

ウ）収入確保に係るもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

実績 見込 目標 目標 目標 目標

1日あたり
入院患者数

（人） 96.9 98.3 99.0 100.0 101.0 102.0

1日あたり

外来患者数
（人） 238.5 243.4 265.0 265.0 270.0 270.0

入院単価 （円） 28,833 29,000 29,500 29,500 32,500 35,000

外来単価 （円） 8,020 7,791 8,000 8,000 8,000 8,000

病床利用率 （％） 69.7 70.7 73.3 74.1 74.8 80.3

一般病床

平均在院日数
（日） 19.2 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0

エ）経営の安定性に係るもの

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

実績 見込 目標 目標 目標 目標

常勤医師数 （人） 8 8 8 9 9 10

現金保有残高 （千円） 553,583 555,171 500,000 500,000 500,000 500,000

企業債残高 （千円） 1,334,586 1,157,604 960,000 720,000 600,000 1,200,000
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② 目標達成に向けた具体的な取り組み 

○民間的経営手法の導入 

・バランスト・スコアカードによる目標管理 

・・・・・経営の効率化は、業績的な財務指標の改善に集約されます。しかし、財務指標とし

ての結果が表れる過程には、患者満足の向上、業務の効率化、職員の意識・技術の向

上といった、様々な要素が含まれています。 

当院では平成 20 年度から導入したバランスト・スコアカードにより、病院としての

方向性及びそれを実現するための指標並びにアクションプランを設定し取り組んでき

ましたが、平成２８年度より目指すべき病院像を具体的に掲げ、業績評価指標を見直

しました。 

現在のバランスト・スコアカード（ＢＳＣ）は以下のとおりです。 

 

 

 

・経営情報の分析強化 

・・・・・経営指標に係る数値目標の設定とバランスト・スコアカードによる目標管理を     

行う上で、現状を分析し目標達成までの取り組みを行う必要があります。平成２６年

度から新会計基準に移行していることから民間病院との比較が容易になったことから、

類似規模の公立病院との比較に加え、類似の機能を果たしている民間病院との比較も

行うなど経営情報の分析を強化します。 

そのためにも、人事管理の中で専門的なスキルを持った職員を計画的に育成するこ

とが必要となります。 

■病院全体ＢＳＣ（平成２８年度）
  思いやりのあるあたたかい心で、質の高い医療サービスを提供し地域住民の健康を守ります。

戦略

27実績 28目標

患者満足の向上 患者満足度の向上 患者満足度（アンケート調査結果：％） 87.3 90 サービス向上委員会

患者数の増加 入院：新入院患者数（人/月） 102.0 110

外来：初診患者数（人/月） 106.8 120

地域の信頼 高齢者支援センター相談件数（件/月） 79.8 90 高齢者支援センター

良質な医療の提供 医療の質向上 アクシデント件数（件/月） 1.9 1

インシデント件数（件/月） 69.0 70

インシデントフィードバック件数（件/月） 3.3 5

収益増加 安定した収入の確保 月平均診療収入額（千円/月） 122,126 132,000 ―

患者数の増加 平均病床利用率【一般】（％/月） 62.4 80
平均病床利用率【療養】（％/月） 75.2 85
平均病床利用率【包括】（％/月） 70.4 90
外来患者数（月/人） 5,331 6,000

健診者数（一般）（人/月） 107.8 120
　　〃　 　（ドック）（人/月） 8.9 12

訪問看護件数の増加（件/月） 213.8 220

訪問看護の他院からの紹介件数（件/月） 0.6 1

介護支援連携指導料加算（件/月） 7.3 10 地域医療連携室

退院前訪問件数（件/月） 2.3 5

費用削減 徹底した無駄の排除 時間外労働時間(時間/月) 263.0 250 各部署長

地域連携の強化 病院ＰＲ活動の強化 紹介された件数(件/月） 53.5 60
紹介した件数（件/月） 28.0 30
出前講座等派遣回数（回/月） 0.8 2 各部署長

業務改善の推進 救急対応の見直し 救急搬送件数（件/月） 20.3 25 医局・外来

職員提案の推進 職員提案件数（件/月） 10 各部署長

組織力の強化 チーム医療の実践 委員会出席率の向上（率/月） 80 各部署長

（他部門の相互理解）

職員の意識向上 学習意欲の醸成 全体研修会参加率(率/月） 60.4 80

各部署長

認知症サポーター登録人数（人/年） 150 学習の成果を実践活動につなげる 各部署長

就労環境の改善 職員満足度の向上（％） 80 各部署長

職員提案を促し業務改善を推進する

学習と成長の
視点

委員会出席率を向上し、チーム医療を実践するための情報の共有と相

互理解を図る

全体研修会の出席率を向上し、各種課題への職員の意識の高揚と組

織力の強化を図る

職員満足度調査中の問1.やりがい、問7.協力体制、問11今後働きたい

かについて、「そう思う」、「ややそう思う」の比率について、各部署長が

課題を認識し、各部署ＢＳＣに反映させる。

訪問看護
クリニック、他医療機関との連携を図る

　　病棟カンファレンスへの参加、患者・家族の情報共有の実施

　　他職種連携を行い、退院前訪問の調整を行う

個人の意識を向上させるために所属長が働きかける

内部プロセス
の

視点

地域医療連携アンケート、地域医療連携交流会、クリニック・連携病院

訪問、パンフレット配布等により件数増加を図る
地域医療連携室

社会資源として病院の価値を高める　　病院を知ってもらう

救急の受け入れ要請を断らない

財務の視点

下記のアクションプランを実施する

新入院患者の確保及びベッドコントロールの適正化を行う

医局・外来
病棟・各部署

ショートステイを活用する

ベットコントロールにより満床に近づける。在宅からの受入も行う

広報活動を徹底と、接遇の向上により増加させる

健診体制強化とPRにより受診者数の増加を図る 医局・健診室

訪問看護師確保により需要に応える

顧客(患者)の
視点

接遇研修、待ち時間調査への対応等により患者満足度向上を図る

新規入院患者、新規外来患者の増加を図るため、各部署において可能

な取り組みを行う
医局・各部署長

支援センターの地域への浸透を図り、関係機関との連携を推進する

類似アクシデント事例の減少に努める

医療安全委員会にて、アクシデントおよびインシデントの原因分析を行

い、再発防止に努める

医療安全委員会
＋各部署長

  　 地域住民に第一に選んでもらえる病院（患者様、地域住民の信頼）
  　 職員が生きがいと誇りの持てる病院（職員の信頼）
  　 人生の老年期・終末期を支えられる病院（医療関係者・地域の信頼）

区分 戦略マップ 戦略目標 重要成功要因 業績評価指標
数値目標

アクション・プラン 担当部門

職員の
意識向上

組織力の強化

地域連携の
強化

業務改善の
推進

収益増加 費用削減

良質な医療の提供

患者満足の向上
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○事業規模・形態の見直し 

     ・バランスト・スコアカードによる目標管理と経営情報の分析強化 

        ・・・・・事業規模や形態の見直しを検討する上にも、バランスト・スコアカードによる目標

管理と分析は有効であります。また、経営情報の分析により適時適切に見直しを行う必

要があります。 

     ・病床機能の見直し 

        ・・・・・地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割から、前述のとおり現在の病床機能

を見直す必要があります。急性期病床から回復期病床への転換をすすめ、療養機能に

ついては新たな施設類型も視野に見直しをする必要があります。そのためにも年次計

画を立て、院内全体でのプロジェクトチームにより具体的な対応の検討と進行管理を

しっかり行い、取り組む必要があります。 

     ・在宅医療の実施 

        ・・・・・地域医療構想を踏まえ地域包括ケア構築のためにも、在宅生活支援機能として、訪

問看護、訪問診療の充実が必要となります。現在の訪問看護ステーションについては、

地域の他のステーションとの連携を深め、地域の状況に応じ体制を強化し、訪問診療

については、市や医師会連携し地域の在宅医療の状況に応じ体制を整え取り組みます。 

 

   ○経費削減・抑制策 

     ・人件費の適正化 

        ・・・・・医業収益に対する人件費比率が、平成２３年度の５９．０％から平成２７年度には

７１．６％と１２．６％高くなっています。人件費比率を適正な範囲で抑えるよう医

業収益の増収と人員配置の効率化に努めます。 

     ・委託費の見直し 

        ・・・・・医業費用の１０％あまりを占める委託費については、施設管理等の一般的な業務委

託については、入札実施により、また医療機器の保守管理については医療機器購入時

に合わせて入札を行うことによりそれぞれ縮減に努めます。また、委託費全体につい

て委託内容の見直しによる縮減が図れないか検討します。 

     ・ベンチマークシステムの導入 

        ・・・・・診療材料の購入にかかる費用について、他の医療機関との比較の中で価格を抑えら

れるベンチマークシステムの導入を検討します。 

     ・省エネの徹底 

        ・・・・・これまで、電気料金についてはデマンド方式に変更し、会議室等にも節電啓発表示

を行い、水道についても節水コマを設置し、電気、水道料金の低減に努めてきました。

またコピー機使用時には可能な範囲で裏紙使用を徹底し、無駄なコピー防止の掲示も

行ってきました。今後もこのような取り組みを継続するとともに、会議資料のペーパ

レエス化にも努めます。 
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   ○収入増加・確保策 

     ・地域連携による病床利用率の増加 

        ・・・・・平成２０年に地域医療連携室を設置し、病病連携、病診連携に努めてきていますが、

病床利用率増加のためにも、今後ますますその重要性は増してきます。医療連携に加

え、介護機関との連携、在宅復帰に向けたスムーズな退院調整と、地域とのつながり

の重要な部署になるため、必要に応じて体制を整えその機能が十分発揮できるよう努

めます。 

     ・地域包括ケア病床の増床と積極的活用 

        ・・・・・平成２８年４月から２０床で運用している地域包括ケア病床については、回復期機

能の充実を図るため増床するとともに、急性期からの受け入れに加え、在宅療養患者

のㇾスパイトケアでの利用をすすめ、体調不良時の受け皿として安心して在宅療養生

活が遅れるよう、地域へのＰＲを積極的に行います。 

     ・施設基準や加算の見直し 

        ・・・・・診療報酬の施設基準や各種加算について、次のとおり算定件数の増加が見込まれる

もの、これから算定に向けて取組むもの、算定に向けた届出や体制構築が望まれるも

のなどがあります。また、平成 28 年度診療報酬改定で新設された項目についても、算

定に向けた取り組みが必要となります。 

重点実行項目の取り組みにおける経済効果は、次のとおり見込まれます。 

 

 

 

診療報酬における重点実行項目 
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重点実行項目における経済効果試算 

 

 

     ・高額医療機器の稼働件数増加 

        ・・・・・ＣＴやＭＲＩ等の高額医療機器については、外来、入院患者の検査で有効に活用す

ることは言うまでもありませんが、地域の診療所との病診連携の中でも、それらの機

能を有効に活用されることが重要ですので、地域医療連携マニュアルの中で紹介し、

稼働件数の増加を図ります。 

     ・医事課充実による診療報酬の適正な確保 

        ・・・・・診療報酬の算定及び請求事務は、病院の収入に直結する事務であるため、適正な事

務執行ができるよう専門性を高めるための研修の受講と人員配置において充実を図り

ます。 

   ○医師の確保 

        ・・・・・目標達成のためには、医師の確保は重要な要素になりますが、前改革プランにおい

て必要とされていた泌尿器科医については、平成２５年度より招聘することができて

います。引き続き必要とされている呼吸器科医に加え、現在の診療体制の強化のため

に整形外科医及び小児科医の確保を目指します。また、地域医療構想や地域包括ケア

の構築における当院の役割を果たすために、総合診療医、訪問診療医、心療内科医、

健診医の確保が必要です。 
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   ○その他 

・研修の活用による専門的スキルの向上 

        ・・・・・各職種における専門的スキルを向上させるため、医師においては専門医の取得、看

護師においては各分野の認定看護師、また医療技術職においてもそれぞれの専門資格

の取得を目指します。 

     ・提案制度の活用による経営参加意識の向上 

        ・・・・・職員の病院経営への参加意識の向上と良質で患者様本位の医療を提供するため、職

員提案制度を継続的に実施します。また、その効果を院内外に広報します。 

 



③ 改革プラン対象期間中の各年度の収支計画等

各項目のおける条件

収益

・入院収益について、一般病床・地域包括ケア病床・医療療養病床の1人1日平均単価および患者数については、

　平成27年度実績を用いました。

・医療内包型施設サービスについては、現在国で議論がされており、収益性が不明であるため、

　現在の介護老人保健施設における統計値を1人1日平均単価として用いました。

費用

・人件費における昇給率は平成28年度の昇給率（病院：1.2%）を平成29年度以降も仮定して、シミュレーションを

　行いました。

・減価償却費については、今後更新が見込まれる医療機器及び改修が見込まれる建物設備についても加味しています。

・材料費については、平成27年度実績をベースに、一般：22.5%、地域包括ケア：20%、医療療養：15%、

　介護療養：10%、医療内包型：7.5%、外来：12.5%と仮定しました。

その他

・病棟構成の年度別計画は下記のとおり。

・その他の項目については、平成28年度決算見込を用いて、計画を策定しました。

病棟構成（病棟再編計画は次頁のとおり）

【2016年度（平成28年度）現状】

139床（一般：79床、地域包括ケア：20床、医療療養：28床、介護療養：12床）

【2017年度・2018年度（平成29年度・平成30年度）】

135床（一般：75床、地域包括ケア：20床、医療療養：28床、介護療養：12床）

【2019年度（平成31年度）】

135床（一般：47床、地域包括ケア：48床、医療療養：28床、介護療養：12床）

【2020年度（平成32年度）以降】

127床（一般：55床、地域包括ケア：56床、新たな施設類型：16床）

※各年度の収支計画は、平成２９年度から平成３１年度にかけ順次実施する病棟再編計画に基づき、

　入院収益の変動を中心に算出したものです。
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病棟配置イメージ　（　）内は病床数

療養病棟

・３階の６人部屋（２部屋）を４人部屋に変更

療養病棟

・４階の地域包括ケア病床を３階に異動

療養病棟

・３階病棟の地域包括ケア病床を病棟全体に拡大

療養病棟

・療養病棟のうち増築部分を、医療内包型の新たな施設類型に移行

・本館の療養病棟部分の一部を、一般病棟と地域包括ケア病棟に移行

新たな施設類型

2019年（平成31年度） 【135床】

2020年（平成32年度）～ 【127床】

病 棟 再 編 計 画

2016年度（平成28年度）現状 【139床】

2017年（平成29年度） 【135床】

2018年（平成30年度） 【135床】

3階病棟

4階病棟

3階病棟

介護療養(12)地域包括ケア(20)

4階病棟

3階病棟

4階病棟

3階病棟

4階病棟

4階病棟

3階病棟

医療内包型

(8)
一般10対1(55)

地域包括ケア(56)
医療内包型

(8)

一般10対1(47) 医療療養2(20)

医療療養2(8) 介護療養(12)地域包括ケア(48)

一般10対1(27) 地域包括ケア(20) 医療療養2(20)

介護療養(12)医療療養2(8)

一般10対1(27) 地域包括ケア(20) 医療療養2(20)

医療療養2(8)

一般10対1(52)

一般10対1(28)

医療療養2(20)一般10対1(47)

一般10対1(48) 医療療養2(8) 介護療養(12)
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収支計画（病院事業の部） 単位：百万円

実績← 決算見込 →計画

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 備考

【収益】A 1,976 2,080 2,001 2,004 2,105 2,174

医業収益 1,631 1,701 1,669 1,669 1,770 1,875

入院収益 915 974 940 940 1,041 1,133

外来収益 506 509 509 509 509 509

介護保険収益 90 89 91 91 91 104

 　入院介護収益 64 61 63 63 63 76

　 訪問介護収益 12 13 13 13 13 13

　 その他介護収益 14 15 15 15 15 15

その他医業収益 120 129 129 129 129 129

医業外収益 344 378 331 334 334 298

他会計補助金 77 124 77 77 77 77

　うち経営安定補助金 50 85 50 50 50 50

他会計負担金 112 123 123 123 123 123

その他 155 131 131 134 134 98

特別利益 1 1 1 1 1 1

【費用】B 2,130 2,138 2,150 2,169 2,193 2,154

医業費用 2,056 2,112 2,124 2,143 2,167 2,128

給与費 1,168 1,178 1,192 1,206 1,221 1,235

材料費 266 273 266 266 281 305

経費 366 409 409 409 409 409

減価償却費 248 244 249 254 248 171

その他 8 8 8 8 8 8

医業外費用 73 25 25 25 25 25

支払利息及び 22 17 17 17 17 17

その他 51 8 8 8 8 8 　　〃

特別損失 1 1 1 1 1 1

損益（Ａ－Ｂ） -153 -58 -149 -165 -88 20

経営安定補助金除く -203 -143 -199 -215 -138 -30

平成28年度決算見込と仮定

　　〃

平成28年度決算見込と仮定

平成28年度決算見込と仮定

年率1.2%と仮定

平成27年度実績をもとに推計

平成28年度決算見込と仮定

平成29年度以降見込額

平成29年度以降見込額

平成28年度決算見込と仮定

　　〃

　　〃

平成27年度実績と仮定

 　　〃

平成28年度決算見込と仮定

平成27年度実績をもとに推計

平成27年度実績をもとに推計

平成28年度決算見込と仮定
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３）再編・ネットワーク化 

地域医療連携推進法人 

地域医療連携推進法人は、医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成する

ための一つの選択肢として創設されました。これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的

な医療提供体制を確保することを目的にしています。 

 

地域医療連携推進法人制度の仕組み1 

 

地域医療連携推進法人は、グループ内の機能分化と連携を行うことで、地域の事情に合わせた医療供給体制

を構築できます。 

 

地域医療連携推進法人設立の効果・メリット2 

                                                 

1 厚生労働省「地域医療連携推進法人の設立に向けた地域での動き」 

2 厚生労働省「医療法人の事業展開等に関する検討会」 
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地域医療連携推進法人は、アメリカにおける IHN（Integrated Healthcare Network）をモデルとし、複数

の病院（医療法人等）を統括し、一体的な経営を行うことにより、経営効率の向上を図るとともに、地域医療・

地域包括ケアの充実を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢とするとともに、地方創生につな

げることとなります。 

 

地域医療連携推進法人の創設による地方創生の取り組み1 

 

 

地域医療連携推進法人の活用モデル 1 

 

① 再編ネットワーク化に係る計画 

当院においては、能美市内における地域医療の確保と地域包括ケアシステムの構築のもと、市内の医療機関・

介護施設との連携・役割分担を進めるため、地域医療推進連携法人の考え方に基づき、地域内連携に取り組み

ます。そのためにも、健康福祉部を中心とした、医師会・芳珠記念病院・寺井病院や関係機関との継続的な連

携協議の場が出来るように努め、参画してまいります。 

                                                 

1 厚生労働省「医療法人の事業展開等に関する検討会」 



  ４）経営形態の見直し

公設　民営

一部適用 全部適用 特定（公務員型） 一般（非公務員型）

仕組み
地方公営企業法の一部
（財務既定のみ）適用

地方公営企業法に定め
る組織・財務・職員の
身分取扱い・勤務時間
等勤務条件 他 全てを
適用

公の施設を民間事業者
等（個人ではなく団
体）が管理管理
業務の再委託は禁止

医師や職員が退職し、
新たに公益性の高い医
療法人を立上げて病院
（＝病院資産）を買上
げて運営する方法

地域の医師会、公的病
院（私立大学、日赤、
済生会、厚生連など）
や、新設予定の社会医
療法人、基金拠出型医
療法人等公益性の高い
法人への売却

設立団体 地方公共団体 地方公共団体

地方公共団体法人その
他が議会の議決を経
て、法人その他の団体
を指定して運営を委託

管理責任者 地方公共団体の長
地方公共団体の長が任

命した事業管理者
指定管理者

（事業法上の事業者）

医療法上の病院管理
者（病院長）

地方公共団体の長が任
命する者

事業管理者が任命する
者

病院長 病院長 病院長

独立行政法人職員
（非公務員）

指定管理者の職員

労働組合法上の 労働組
合に適合（兼職・兼業
は、必要に応じ、就業
規則等で規定され、争
議行為も可能）、人事
管理も弾力的、移行ま
での組合側との協議が
必要。

指定管理者は雇用調整が可能

給与体系の自由度

国・自治体・他独立行
政法人の給与を考慮し
て決定、公的病院に準
拠のため、能力や実
力、業績を反映しづら
い（自由度が低い）

制度設計に対する意
見

一般公務員としての採
用と定期的な人事異動

自治体病院が抱える問
題を最も抱えやすい形
態

一部適用に比べ自立的
で自由度が高いため、
自治体病院が抱える問
題を解決できる可能性
がある。

給与設定を企業独自の
設定が認められている
が、本庁勤務者とのバ
ランスにより大きく変
化しないことがある。

民間ノウハウを活用
し、政策的医療を実施
したい場合の選択肢の
一つ、管理受託者を制
限していた従来方式
（管理委託方式）と違
うため、営利性の追及
による不適切運営への
傾倒を防止するため自
治体サイドの評価が重
要
自治体と団体との関
係、委託ではなく指定
（行政処分の1種＝契約
行為ではないので協定
書）⇒地自法の契約規
定の適用がなく入札対
象とならない

移行前の職員が出資し
自立して新たな法人を
設立する方式

結果として職員の多く
を引継げる

設置及び経営に関して
自治体の関与するとこ
ろがなく、全て民間ノ
ウハウで行いたい場合
に有効
特に、負担金が多大で
病院運営の継続が困難
な自治体の選択肢とし
て、効果が最も期待で
きる方法
自治体の有形無形の資
産である病院建物及び
医療を民間に売却する
ため、公設と比較して
地域住民の理解を得る
ことが必要

地方自治法の財務規
定の適用

なし

資金調達手段

設立団体からの長期借
入金・交付金、国庫補
助金・設立団体からの
補助金、使用料等

設立団体からの長期借
入金・交付金、国庫補
助金・設立団体からの
補助金、使用料等

（地方公共団体）国庫
補助金、特定経費は一
般会計からの出資・貸
付・負担金、補助金、
企業債、（管理者）利
用者から徴収する利用
料金

経営管理能力・継続運
営可能な財務的体力の
ある担い手を選択しな
ければならない

事故時の説明責任、瑕
疵に応じた国家賠償責
任を負う、このため指
定者として事業報告や
モニタリングなどによ
るチェックが重要（指
定管理者に対する監督
権や指定取消権）
従来の民間委託の受託
者だった団体や法人の
解散や整理、職員のリ
ストラ等の処理の問題

結果として、多くの職
員を引継ぐことになる
ため、その他の民営化
と比較して組合の反発
が小さい政策的医療を
担わせることが困難

政策的医療を担わせる
ことが困難
担わせる場合は負担金
を求められるケースも
少なくない

事業管理者の視点

職員の身分は地方公務
員にすぎず、給与の決
定などに際し労働組合
との交渉が必要
組織･定数が法令等で定
められるため、医療課
題の変化に応じた柔軟
な対応ができない

法的には自治体立病院
の問題点を解消できる
が、病院の体質として
変化するのに時間を要
する可能性が高い

指定の段階では、団体
に経営能力、サービス
の質と能力、リスクマ
ネジメント力、個人情
報管理等の判定が困難
自治体の責務である政
策医療が適切に遂行さ
れているかを確認する
必要

施設及びスタッフがそ
ろっている為、以前ま
で行っていた医療を継
続的に行える

不採算医療に対する自
治体からの
負担金についての折衝
が必要

民間受託者の視点 同上 同上
購入に値するだけの魅
力がある病院かどうか
の判断が必要

適用数（平成21年3月
総務省取りまとめ）

― 300病院 54病院 佐賀関町立病院
江東高齢者医療セン
ター、福岡県立５病院

平成21～25年度に移
行した公立病院数

― 112病院 15病院 14病院

現在の経営形態は地方公営企業法の一部適用となっています。

49病院

11病院
※公務員型・非公務員型の区分は不明

運営形態

公設　公営

国及び自治体の給与を考慮し決定
実績、社会一般情勢を考慮して決定、独自の給
与体系が可能（自由度が高い）

職員の身分は地方公務員にすぎず、給与の決定
などに際し労働組合との交渉が必要
組織･定数が法令等で定められるため、医療課題
の変化に応じた柔軟な対応ができない

国庫補助金（地財法）一般会計から出資･貸付･
負担金、
補助金（公企法）、公営企業債（地財法）、料
金（公企法）

設立団体の長が任命した理事長

職員の身分

公務員

自治体の視点
一般公務員と同じ組織・給与体系なので、病院の経営状況や業績が反映
されない

職員の身分が民間にな
るため組合などの反発
の可能性

業績に応じた給与と経
営改善の可能性

職員の人事権

民設　民営

地方公営企業法 地方独立行政法人
指定管理者 新規法人 民間移譲

独自

職員の給与

一般の公務員と同様給
与額・支給方法は条例
で定められる（人事院
勧告の対象）

民間等の給与を考慮し
企業独自の給料表を設
定可能（人事院勧告の
対象外）

人事院勧告の対象外だ
が同一業務の公務員人
件費の見積り職務給が
原則となる

社会情勢、経営状況を
見ながら、適合した支
給基準を自由に設計で
きる

経営・運営を民間に完全に移譲するため、運営
費用（負担金含む）の負担がもっとも少なくな
る
職員の身分が民間法人となるため組合との協議
が必要

実績、社会一般情勢を考慮して決定、独自の給
与体系が可能（自由度が高い）

財務会計制度を中心に公認会計士の支援が必要
であり事務負担が増大する（地方独立行政法人
会計基準）
法人側は、単年度評価、定量評価、経営評価の
基準、手法に不満を抱きやすく、インセンテイ
ブが働きにくい

独立行政法人が自治体からの独立性に関してど
の程度あるのかが不明瞭
事実上、負担金の繰入が可能であるため、自治
体病院と変わりない場合も考えられる

あり
予算単年度主義

（長期契約のためには債務負担行為が必要）

なし
契約や財務運営面で弾力的な経営が可能

（長期契約が可能）
なし

移行先の民間法人理事長

地方公共団体が設立した法人格を有する組織が
公共サービス(医療）を提供
特定の場合の要件は業務停滞が住民生活に支障
をきたす・中立性・公正性を要求されるもの

社会医療法人、基金拠出型医療法人、医療法人
等

地方公共団体（県・市等）が出資又は共同出資
して、独立行政法人●●病院を設立して病院を
運営

民間法人の独自調達
独立行政法人福祉医療機構
市中銀行　など

独自

管理受託側法人ベース 移行先の民間法人ベース

独自

病院長

運営を引き継ぐ民間（法人）の職員

管理者にとっては、公務員の人事制度改革（雇用調整）は望めない。地
方公営企業等労働関係法適用組合（兼職・兼業、政治的行為の制限等 服
務について制約）。原則地方公務員の職務規定を適用する。

民間運営者は雇用調整が可能

管理者に職員の任命権
あり

管理者に職員の任命権
あり

法人の理事長に職員の任命権あり
（人事面で柔軟な対応が可能）

64



65 

 

 

① 経営形態の見直しに係る計画 

当院では経常収支において、平成 25 年度以降毎年純損失を計上し、医業収支比率においても平成 23 年度の

100.2%をピークに平成 27 年度においては、79.3%まで下降してきています。合わせて職員給与比率も平成

23 年度には 60%を下回っていましたが、平成 24 年度以降再び上昇し、平成 27 年度には 71.6%に達する状

況となってきている現在、強力に経営改善への取り組みを進めるとともに、合わせて経営形態の見直しについ

ても具体的に検討する必要があります。 

検討においては、地方公営企業法の全部適用や指定管理者制度の導入、独立行政法人等についても公立病院

や公的病院における導入状況とその内容、また経営形態の見直しに伴うメリット・デメリットについて比較し、

能美市立病院として、地域や患者様、ひいては職員にとっても安心できる形態を選択する必要があります。 
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５）介護老人保健施設はまなすの丘に関する計画 

       はまなすの丘の財務状況は、平成 27 年度については、経常収支では 5,180 千円の損失を生じています。 

   なお、平成 26 年度から平成 27 年度にかけて、営業収益は 801 千円減少していますが、営業費用は 9,318

千円増加しており、営業利益は 10,119 千円減少となっています。 

                                           （千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業収益1① 385,846 373,652 378,155 380,216 379,415

　介護報酬収益 292,720 287,084 290,040 291,961 291,481

　利用者負担収益 32,526 31,822 32,227 32,440 32,742

　利用料収益 54,930 54,284 55,406 55,299 54,670

　その他営業収益 5,670 462 482 516 522

営業外収益 763 1,669 2,922 5,875 5,906

合計（事業収益）A 386,609 375,321 381,077 386,091 385,321

営業費用② 363,298 358,041 363,969 360,849 370,167

　給与費 242,676 243,110 248,367 250,283 257,286

　材料費 17,877 13,135 12,791 12,073 12,536

　経費 81,546 81,326 82,238 78,243 74,272

　減価償却費 19,182 19,681 20,063 19,978 25,878

　資産減耗費 0 0 0 0 0

　研究研修費 726 789 510 272 195

　受託事業費 1,291 0 0 0 0

営業外費用 23,661 22,563 21,516 21,491 20,334

合計（事業費用）B 386,959 380,604 385,485 382,340 390,501

営業収支①－② 22,548 15,611 14,186 19,367 9,248

経常収支Ａ－Ｂ △ 350 △ 5,283 △ 4,408 3,751 △ 5,180

区分 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度
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また財務面での参考指標との比較では、収益面では通所介護収益比率が 12.1％と参考指標の 19.3%を下回

っており、また費用面では減価償却費が増加傾向にあるため、年々、利益は圧縮される傾向にあります。1 

 

はまなすの丘財務指標 

 

 

はまなすの丘の経営指標については、平成 27 年度の入所利用率が参考指標を下回っています。これは、平成

27 年度より施設の運営方針を在宅復帰重視型へ転換し、在宅復帰に向けた支援が強化されていることにより、

入所利用率が減少していることによるものです。しかし、在宅支援強化型施設の認定を受けたことなどにより、

利用者 1 人１日あたりの事業収益は上昇しています。 

また、短期入所については、平均要介護度の低下により、利用者 1 人 1 日あたり事業収益は減少しています。 

 

はまなすの丘経営指標 

 

 

                                                 

1 介護老人保健施設の経営分析参考指標（平成 25 年度決算分） 



68 

 

① 経営の効率化等の計画 

はまなすの丘の経営状況は、近年厳しい状況が続いていますが、今後の政策動向を鑑みると経営環境はます

ます厳しくなることが見込まれます。 

一方、市民アンケートでは、「介護老人保健施設サービス（入所）」は求められており、また、「療養型病床に

おける短期入所療養（ショートステイ）」や「療養型病床における介護療養施設サービス（入所）」についても

潜在的なニーズがあり、利用者に向けた情報提供や居宅介護支援事業所に向けた営業活動などを通じて、施設

の機能の周知に努める必要があります。 

これらを踏まえて、能美市立病院とはまなすの丘における事業所間連携を深め、地域包括ケアの推進の役割

を担うとともに、経営効率化に向けた管理機能の統一などを検討する必要があります。 

 

   ○地域包括ケアシステムにおける役割強化 

     ・在宅強化型施設としての運営強化 

        ・・・・・平成 27 年度から取り組んでいる在宅強化型施設としての運営を強化し、通所機能と

合わせて地域の在宅支援施設としての役割を担います。そのためにも、地域の医療機

関や介護施設、居宅介護支援事業所との連携を更に強化するよう取り組みます。 

   ○経営の効率化 

     ・事務管理機能の見直し 

        ・・・・・現在、はまなすの丘の事務処理の大部分は施設で直接行っていますが、病院の事務

機能との一元化により事務の効率化と病院事業全体での経費の縮減を図ります。 
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７．実施状況の点検・評価・公表について 

実施状況の点検・評価・公表については、下記の 3 つの方法で実施します。 

 

① 診療部門運営会議での BSCのモニタリングによる実施状況の点検・評価 

 （病院全体ＢＳＣについては２か月毎に実施、部署別ＢＳＣについては４か月毎に実施） 

② 新改革プラン策定委員会において、計画の進捗状況の確認、評価を定期的に行い、必要が生じた場合は

計画の修正を行います。 

③ ホームページを活用し、計画の進捗状況を市民へ公表します。 


	20170714能美市立病院新改革プラン（H29.3策定）H29～32年度.pdfから挿入したしおり
	p1~42）①能美市立病院新改革プラン (H29.3策定)
	p43)②計画　新改革プランの基本的な方向性について
	p44～58)①能美市立病院新改革プラン (H29.3策定)
	p59~61)③ 収支計画修正版【病棟再編】単価・利用率修正版②
	p62~63)①能美市立病院新改革プラン (H29.3策定)
	p64)④
	p65~69)①能美市立病院新改革プラン (H29.3策定)


